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３ ０ ． ３ ． ３ ０

一部改正 防人給（事）第１４２号

令 和 ３ 年 ６ 月 ８ 日

統合幕僚長
殿

海上幕僚長

事務次官

（公印省略）

防衛省職員給与施行細則第２７条の１０第１項第３号及び第５

号に規定する防衛大臣が別に指定する者について（通達）

標記について、下記のとおり指定され、平成３０年４月１日から適用する

こととされたので通達する。

記

防衛省職員給与施行細則（昭和３０年防衛庁訓令第５２号）第２７条の１

０第１項第３号及び第５号に規定する防衛大臣が別に指定する者は、第１５

１連合任務群司令部へ派遣された隊員とする。


